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３－1　入館者数

郷土博物館　月別入館者数と一日平均入館者数 　　　　　　    ※グラフ 1、2

*1　一日平均入館者数＝入館者数 ÷開館日数で算出

グラフ 1　郷土博物館　月別入館者数と累計入館者数

 *2　4月 1日～ 5月 2日、博物館は館内整備工事により休館した。そのため 4月の入館者数と開館日数は 0となっている。

月 開館
日数 入館者数 内団体入館 一日平均

入館者数 *1

 

4 月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

0 日
26日
25日
18日
27日
26日
18日
27日
24日
15日
24日
19日
249日

0 人
1800人
2326人
941人

3219人
2764人
1752人
3129人
2241人
1271人
2886人
1839人
24168人

0 団体　　0人
12団体　262人
16団体　629人
6団体　114人
6団体　192人
7団体　244人
9団体　265人

23団体　607人
12団体　497人
6団体　213人

12団体　395人
9団体　348人

118団体　3766人

0 人
69.2 人
93.0 人
52.3 人

119.2 人
106.3 人
97.3 人

115.9 人
93.4 人
84.7 人

120.3 人
96.8 人
97.1 人

*2

 *2
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入館者数月計 0 1800 2326 941 3219 2764 1752 3129 2241 1271 2886 1839
入館者数累計 0

26 25 18 27 26 18 27 24 15 24 19開館日数 0
1800 4126 5067 8286 11050 12802 15931 18172 19443 22329 24168
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グラフ 2　郷土博物館　一日平均入館者数

 *3　4月 1日～ 5月 2日、博物館は館内整備工事により休館した。そのため 4月の 1日平均入館者数と開館日数は 0となっている。

　
　グラフ 3　郷土博物館　平成 3年度～ 21年度　年間入館者数推移

*3
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140

1日平均入館者数 0 69.2 93 52.3 119.2 106.3 97.3 115.9 93.4 84.7 120.3 96.8 97.1
開館日数 0 26 25 18 27 26 18 27 24 15 24 19 249

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

棒
グ
ラ
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月
別
入
館
者
数
（
人
）

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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30,000

年間入館者数 16,748 20,057 16,758 16,884 27,687 21,903 21,868 18,270 17,602 16,180 15,733 13,684 13,212 13,007 13,652 11,497 22,642 23,977 24,168
年間開館日数 279 275 278 268 268 276 281 271 279 284 274 275 279 314 305 297 284 231 249
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市民会館　月別貸部屋利用団体数と利用者数　　 市民会館　月別入館者数 *4
　　　　　　　　　　　　　　   ※グラフ 4　　　　　　　　　　　　　　　　    　 ※グラフ 5

*4　月別入館者数は市民会館玄関のカウンタ計測数であり、貸部屋利用者、見学者などを合わせたものである。

グラフ 4　市民会館　貸部屋利用団体数と利用者数

月 開館
日数 利用団体数 利用者数 月 正面玄関

カウンタ数
内玄関

カウンタ数 計

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

26 日
28日
25日
27日
27日
26日
27日
27日
24日
24日
24日
26日
311日

66 団体
72団体
76団体
60団体
43団体
66団体
69団体
82団体
66団体
70団体
70団体
81団体
821団体

1050 人
984人
864人
805人
644人
840人

1111人
1136人
1034人
877人

1178人
1064人
11587人

4 月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

2471
1961
2190
1746
1633
2033
2506
2326
1786
1505
2663
2401
25221

1561
1655
1644
1349
1300
1399
1613
1617
1652
1243
1716
1771
18520

4032
3616
3834
3095
2933
3432
4119
3943
3438
2748
4379
4172
43741
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利用者数 1050 984 864 805 644 840 1111 1136 1034 877 1178 1064

0 0

利用団体数 66 72 76 60 43 66 69 82 66 70 70 81
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グラフ 5　市民会館　月別入館者数

0
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内玄関カウンタ数 1561 1655 1644 1349 1300 1399 1613 1617 1652 1243 1716 1771
正面玄関カウンタ数 2471 1961 2190 1746 1633 2033 2506 2326 1786 1505 2663 2401

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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３－２　受贈図書一覧

＜アイヌ文化振興・研究推進機構＞　助成事業案内〔研究・出版助成事
業編〕／アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告　第 7号
＜浦幌町立博物館＞　年報　第 8号／紀要　第 8号
＜小樽市総合博物館＞　紀要　第 21号
＜市立函館博物館＞　研究紀要　第 18号／榎本武揚　函館戦争の光と
影
＜美幌町教育委員会＞　美幌町埋蔵文化財各種開発確認調査報告書
＜美幌博物館＞　美幌農業館　博物館館報　2006／博物館フォーラム
　移入昆虫からふるさとの自然を考える／研究報告　第 14・15 号／
2007年度　博物館自然講座／ 2007年度　自然と語ろう！びほろふる
さと体験隊
＜大船渡市立博物館＞　白いアクセサリー  縄文貝塚からの贈りもの／
荒れ狂う海・津波の記憶
＜北上市立博物館＞　北上川流域の自然と文化シリーズ 28／布と仕事
着
＜会津坂下町教育委員会＞　吉原遺跡
＜稲敷市教育委員会＞　稲敷市埋蔵文化財調査報告書　第 4集
＜稲敷市立歴史民俗資料館＞　稲敷の奉納相撲　若い衆から子供達へ／
館報　第 2号
＜茨城県教育財団＞　文化財調査報告　第 286～ 307集／埋蔵文化財
部年報 27
＜かすみがうら市郷土資料館＞　帆引き船と坂本九　八郎潟へ霞ヶ浦漁
業を伝えた坂本家／ソーセージの父飯田吉英　食肉加工にかける情熱
＜上高津貝塚ふるさと歴史の広場＞　年報　第 13号／土浦の遺跡 13
＜古河歴史博物館＞　新古河風土記／年報　vol.16・17／紀要　泉石
　第 8号／古河の歴史と文学  古河文学散歩
＜境町教育委員会＞　境町の文化財
＜境町歴史民俗資料館＞　利根の辺の小集落　清水遺跡／小松原家絵図
の世界
＜玉里史料館＞　南関東との交流  農耕社会への道のり
＜土浦市教育委員会＞　中高津西原遺跡／尻替遺跡　第 10集／霞ヶ浦
に育まれた人々のくらし／土浦市立博物館年報　第 20号／土浦市立博
物館紀要　第 18号
＜取手市埋蔵文化財センター＞　江戸時代の取手／縄文時代の研究と中
妻貝塚　中妻貝塚の発掘／ 2006年　発掘と発見
＜水戸市立博物館＞　硝子壜の博物誌／五百城文哉 BunsaiIoki 高山植
物写生図／館報　第 23号
＜ミュージアムパーク茨城県自然博物館＞　化石はたのしい！／年報　
第 14号／ 2007年茨城県の昆虫およびその他の無脊椎動物の動向
＜八千代町歴史民俗資料館＞　栗山矢尻古墳／八千代町史　資料編 1・
2／八千代町史料 1／八千代町埋蔵文化財調査報告書 2・4・6～ 12
／佛性寺薬師如来坐像の復元修理／収蔵文書目録第 1～ 5集／八千代
地方の醤油醸造／川尻中山忠造家文書目録　上
＜小山市立博物館＞　まちのアルバムくらしのアルバム／小山評定と鎧
武者たち 伊澤コレクションとともに／館報　第 24号
＜かみつけの里博物館＞　江戸時代、浅間山大噴火。
＜佐野市郷土博物館＞　予は下野の百姓なり　田中正造と足尾鉱毒事件
　新聞で見る公害の原点／佐野ゆかりの刀剣展／平成 19年度年報
＜栃木県立博物館＞　野州麻／予は下野の百姓なり  新聞でみる、民衆
政治家田中正造／研究紀要人文　第 25号／野州麻の生産用具
＜栃木県立風土記の丘資料館＞　終末期古墳と官衙の成立 ／年報　第
22号
＜芳賀町総合情報館＞　福田たね青木繁のロマン
＜相川考古館＞　相川家茶室「觴華庵」保存修理工事報告書
＜安中市教育委員会＞　ストーンツールズ 　縄文石器の世界
＜岩宿博物館＞　みどり市周辺の鉱業遺産／岩宿人のくらしをさぐる　

事業実施報告書／同　学習シート／縄文ムラができるころ
＜群馬県立歴史博物館＞　紀要　第 29号／華ひらく能装束  伝統の美
と技／日本刀は語る  名工の技と心／群馬県立歴史博物館所蔵　中世文
書資料集
＜群馬歴史散歩の会＞　郷土史五十年／群馬旅の事典／群馬の行事事典
＜群馬県埋蔵文化財調査事業団＞　群馬県埋蔵文化財調査報告書第
446、447、449～ 452集／研究紀要　26
＜藤岡市教育委員会＞　年報 19～ 23／ G2東日野金井城跡／ F20平
井城跡／中栗須滝川Ⅱ遺跡　縄文時代集落編・平安時代集落編／市内遺
跡Ⅸ～Ⅻ／岡之郷温井遺跡／ D49上落合上野遺跡／杣久保B遺跡／城
屋敷Ⅱ遺跡／東京電力中東京幹線一部増強に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／中栗須屋敷前道向遺跡／ C47藤岡境C遺跡／藤岡市 270 号古
墳／光徳寺前遺跡／小林天水遺跡／公立藤岡病院外来センター建設に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書／上落合岡遺跡　本文編、写真図版編／矢
場前原遺跡
＜朝霞市博物館＞　描かれた朝霞　絵図・地図に見る郷土の風景／埴輪
の世界／研究紀要　第 11号／活用授業実践事例集Ⅳ／調査報告書第 5
集／平安王朝 源氏物語の時代
＜春日部市教育委員会＞　春日部市庄和町史編さん資料 15
＜春日部市郷土資料館＞　粕壁宿と日光道中 2
＜川口市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 17、18 年度
調査
＜川口市遺跡調査会＞　川口市遺跡調査会報告　第 38集
＜埼玉県立さきたま史跡の博物館　埼玉県立嵐山史跡の博物館＞　埼玉
県立史跡の博物館紀要第 2号
＜埼玉県立歴史と民俗の博物館＞　要覧　第 3号／日本の色彩 藍･紅･
紫／展示ガイド
＜さいたま市教育委員会＞　さいたま市内遺跡発掘調査報告書 第 7集
＜さいたま市立浦和博物館＞　あかんさす　第 88～ 93号／学校の思
い出　教科書・机・ランドセル
＜さいたま市立博物館＞　さいたまの古墳／研究紀要　第 6集／丸山
コレクション　西アジア遊牧民の染織
＜全国郷土玩具友の会＞　おもちゃ　第 177号
＜鶴ヶ島市遺跡調査会＞　仲道柴山遺跡　第 11次／若葉台遺跡  W・
X・Y地点
＜戸田市立郷土博物館＞　研究紀要 第 20～ 21号／星へのあこがれ／
要覧　2008年度／金子家住宅調査報告書
＜戸田市教育委員会＞　とだの伝統漁撈
＜飯能市郷土館＞　研究紀要　第 4号／上名栗地区諸家文書／名栗の
歴史  森林とともに歩んだ文化をさぐる／名栗の歴史 上
＜富士見市教育委員会＞　大中里坂下遺跡／大室遺跡／縄文多種彩彩  
土器を飾るパターン
＜富士見市立水子貝塚資料館＞　富士見に海が来た頃 　打越式土器と
その時代
＜富士見市立難波田城資料館＞　草屋根の年中行事
＜ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館＞　河岸場と河岸道 　新河岸川
舟運を中心に
＜吉川市＞　写真で見る吉川の歩み
＜吉川市教育委員会＞　吉川市史調査報告書 第 5集　吉川地区の民俗
＜我孫子市教育委員会＞　市内遺跡発掘調査報告書　平成 19年度／君
作遺跡　第 4・5次調査
＜市川市教育委員会＞　曽谷南遺跡
＜市川考古博物館＞　館報　第 35号／研究調査報告第 9冊
＜市川自然博物館＞　平成 18年度　年報
＜市川歴史博物館＞　館報　平成 18年度
＜一宮町教育委員会＞　町民が語る昭和の一宮
＜市原市教育委員会＞　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書第 5
～ 7集／下総国分遺跡／市川市内遺跡発掘調査報告
＜伊能忠敬記念館＞　年報 第 9号
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＜印西市教育委員会＞　平成 19年度　印西市遺跡調査報告書／印西の
歴史　第 4号
＜印旛郡市文化財センター＞　研究紀要 6／年報 23／発掘調査報告書
第 255～ 263集
＜浦安市郷土博物館＞　年報　第 6号／おらんハマのゆくえ
＜大原幽学記念館＞　ひかたの歴史と民俗　第 7号
＜柏市教育委員会＞　千葉県柏市布瀬守屋・流山線調査報告書／柏市埋
蔵文化財調査報告書 10･19･23･54 ～ 61／市内遺跡発掘調査報告書
　平成 15～ 18年度／埋田遺跡／沼南町埋蔵文化財報告　第 3集
＜加藤建設株式会社＞　柏市埋蔵文化財調査報告書 61
＜香取市教育委員会＞　香取市内遺跡発掘調査概報　1、2／佐原市内
遺跡発掘調査概報 平成 16・17年度
＜鎌ヶ谷市遺跡調査会＞　中沢貝塚 第 6次、第 17次／根崎№4遺跡・
西山遺跡 (2 次 ) ／谷地川№1 №2遺跡／根郷貝塚  第 4次　猿根№1遺
跡
＜鎌ケ谷市郷土資料館＞　野馬のいた風景／平成 19年度　鎌ケ谷市内
遺跡発掘調査概報／鎌ケ谷市史　資料集 17／鎌ケ谷市史研究第 21号
＜川村学園女子大学図書委員会＞　研究紀要 第 19巻第 1、2号
＜木更津市教育委員会＞　田高台遺跡確認調査報告書／千束台遺跡 1
／上箕ヶ入遺跡発掘調査報告書／酒盛塚古墳発掘調査報告書／木更津市
文化財調査集報 13 ／東谷遺跡 4
＜キッコーマン国際食文化研究センター＞　Food culture №16
＜君津市久留里城址資料館＞　年報 28／よみがえる君津の伝説
＜君津市教育委員会＞　平成 19年度　千葉県君津市内遺跡発掘調査報
告書
＜国立歴史民俗博物館＞　歴博№142・144・145／年報　3、4／れ
きはくにいこうよ　2006／直良信夫コレクション目録／旅　江戸の旅
から鉄道旅行へ／研究報告　第 139～ 144 集／「染」と「織」の肖像  日
本と韓国・守り伝えられた染色品／朝顔図譜をよむ  あさかほ叢／要覧
　平成 20年度
＜佐倉市遺跡調査会　東邦大学付属高等学校考古学研究会＞　佐倉市吉
見台遺跡発掘調査　概要Ⅱ
＜佐倉市教育委員会＞　旧堀田邸冠木門?笠木塀?門番所復元整備工事
報告書／六崎外出遺跡（第 3・5次）／上志津干場遺跡／史跡　本佐倉城
跡東光寺ビョウ／千葉県佐倉市並木遺跡発掘調査報告書／大崎台遺跡発
掘調査報告Ⅴ／平成 15・16・17・18年度　佐倉市埋蔵文化財発掘調
査報告書
＜山武郡市文化財センター＞　中島遺跡／岩山中袋遺跡／境貝塚・山ノ
台遺跡・儘田台遺跡・殿部田古墳群 第 1･2 分冊／年報　№23･24 ／阿
歌坂遺跡
＜山武考古学研究所＞　柏市埋蔵文化財調査報告書 57
＜山武市教育委員会＞　山武市郷土史料集 9
＜山武市歴史民俗資料館＞　山武市郷土史料集 10
＜酒々井町教育委員会＞　本佐倉城跡発掘調査報告書 2
＜芝山町＞　芝山町史　民俗編
＜芝山町教育委員会＞　宮崎上野台遺跡
＜芝山町立博物館友の会＞　富津市大坪貝塚 資料調査報告書
＜城西国際大学水田美術館＞　年報　第 5号／田岡春怪展／日本研究
センター紀要　第 2号
＜白井市郷土資料館＞　年報 5
＜袖ヶ浦市教育委員会＞　袖ヶ浦市埋蔵文化財発掘調査報告書第 5～
7集／平成 19年度　千葉県袖ヶ浦市内遺跡発掘調査報告書
＜館山市立博物館＞　村の医者どん
＜千葉経済大学学芸員課程共同研究室＞　紀要　第 13号
＜千葉県＞　千葉県の歴史　通史編　近世 2・近現代 3
＜千葉県環境生活部NPO活動推進課＞　平成19年度　NPO活動実態・
意向調査報告書
＜千葉県教育振興財団＞　調査報告第 580～ 601、604集／ふしぎな
もよう　3,000 年前の木の記憶／ふさの国　今昔 過去から未来へ／房

総発掘ものがたり　おゆみ野編
＜千葉県史料研究財団＞　千葉県史研究　第 16号／瓦等資料調査報告
書／富里市東内野遺跡旧石器時代石器資料調査報告書
＜千葉県教育庁教育振興部文化財課＞　千葉県印旛郡栄町竜角寺古墳群
測量調査報告書　114号／ふさの国　今昔 過去から未来へ
＜千葉県文書館＞　千葉県の文書館 第 13 号／袖ヶ浦市奈良輪鳥飼家
文書目録（上）
＜千葉県立安房博物館＞　アワビ　食と美／魚魚っとさかなクン／房総
の捕鯨　展示解説書／館山湾のウミホタル／研究紀要　14
＜千葉県立関宿城博物館＞　研究報告　第 11、12 号／自然災害をの
り越えて 利根川中流域の土木遺産から見える歴史
＜千葉県立中央博物館＞　研究報告人文科学　通巻 21号／重点研究リ
ポート№2／年報 18・19／武の美
＜千葉県立中央博物館大利根分館＞　利根川下流域の和算文化
＜千葉市美術館＞　彩蓮　第 11号
＜千葉市立加曽利貝塚博物館＞　紀要　第 35号
＜千葉市立郷土博物館＞　研究紀要　第 14号／千葉市の医学と医療
＜東金市教育委員会＞　東金市内遺跡発掘調査報告書
＜東金小野山田土地区画整理組合＞　小野山田遺跡群　Ⅳ　稲荷谷遺跡
（第 1～ 4分冊）
＜東京成徳大学人文学部日本伝統文化学科＞　房総を学ぶ４　房総地域
文化研究プロジェクト記録集
＜東邦考古学研究会＞　東邦考古　32
＜利根運河の生態系を守る会＞　利根運河の花ごよみ
＜利根川文化研究会＞　利根川文化研究　30、31
＜流山市立博物館＞　懐かしの流山Ⅱ／年報　№30
＜習志野市教育委員会＞　千葉県指定有形文化財　旧鴇田家住宅移築復
原工事報告書
＜成田山書道美術館＞　館報　№32
＜成田山霊光館＞　成田山の開帳
＜成田市教育委員会＞　平成 19年度　成田市内遺跡発掘調査報告書
＜富津市教育委員会＞　千葉県富津市　内裏塚古墳群総覧／平成 19年
度　市内遺跡発掘調査報告書／東冠 1号墳発掘調査報告書／市内遺跡
発掘調査報告書 平成 19年度
＜船橋市飛ノ台史跡公園博物館＞　紀要　第 4、5号
＜船橋市教育委員会＞　船橋市史寺社調査概報／平成 18、19 年度　
船橋市内遺跡発掘調査報告書／新版　船橋のあゆみ
＜松戸史談会＞　松戸史談 第 48号
＜松戸市立博物館＞　年報　第 15号／紀要　第 15号／松戸市史考古
資料集 2／縄文時代の東・西
＜南房総市教育委員会＞　岡本城跡確認調査報告書
＜本埜村史編さん委員会＞　本埜の歴史　
＜茂原市立図書館＞　茂原市立木高橋家文書「御用留」第 15集／東上総
の俳諧
＜八千代市遺跡調査会＞　森林遺跡ｃ地点発掘調査報告書／西内野遺跡
発掘調査報告書／ヲイノ作南遺跡 b地点発掘調査報告書
＜八千代市教育委員会＞　市内野南遺跡ｄ地点発掘調査／八千代市の歴
史　通史編上・下／不特定遺跡発掘調査報告書　Ⅴ／白筋遺跡ｂ地点発
掘調査報告書／川崎山遺跡m地点発掘調査報告書
＜八千代市立郷土博物館＞　八千代と出羽三山奥州参り解説書
＜四街道市教育委員会＞　四街道市内遺跡発掘調査報告書 平成 19 年
度
＜四街道市市史編さん委員会＞　四街道の歴史　第 6号
＜和洋女子大学文化資料館・博物館学課程＞　年報　2007年度
＜足立区立郷土博物館＞　紀要　第 29号
＜跡見学園女子大学花蹊記念資料館＞　にいくら　№13
＜跡見学園女子大学文学部文学科＞　人文学フォーラム　第 6号
＜板橋区立郷土資料館＞　所荘吉コレクションと西洋兵学／板橋と光学  
国産フィルム発祥の地光学王国 ／おがわ是苦集に見る鉄砲小道具の用
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と美
＜板橋区教育委員会＞　歴史民俗研究　第 5輯／舟渡遺跡第 8地点発
掘調査報告書／成増との山遺跡第 4地点発掘調査報告書／蓮根三丁目
遺跡発掘調査報告書  蓮根三丁目 4番地点／中台畠中遺跡第 2地点発掘
調査報告書  中台二丁目 42番地点
＜大田区立郷土博物館＞　雪ヶ谷貝塚縄文時代前期の文化と環境図録
＜お茶の水女子大学学芸員課程＞　博物館実習報告　第 23号
＜葛飾区遺跡調査会＞　西城　ⅩⅩⅥ
＜葛飾区教育委員会＞　平成 18年度　葛飾区埋蔵文化財調査年報
＜葛飾区郷土と天文の博物館＞　農のある暮らし／葛飾区の民俗Ⅷ　休
み日と娯楽／可豆思賀　3／考古学調査報告書　第 17集
＜加藤建設株式会社　埋蔵文化財調査部＞　府中市三好町 1丁目 1-1・
11 における事務所建設に伴う事前調査／府中市緑町 3丁目 18-14 ～
21における集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告／東京都北区
中里崍上遺跡　中里 3丁目 7番 7号地点
＜北区教育委員会＞　名所の誕生／研究報告　第 10号／飛鳥山遺跡　
Ⅲ／文化財研究紀要　第 21集／文化財研究紀要別冊　第 18集
＜宮内庁書陵部＞　紀要　第 59号
＜くにたち郷土文化館＞　人間国宝三浦小平二展
＜國學院大學研究開発推進機構学術資料館　考古学資料館＞　考古学資
料館紀要　2007 吉谷昭彦博士寄贈黒曜岩資料／物見処遺跡　2003～
2006／考古学資料館紀要　小林達雄先生古稀記念　第 24集／服部和
彦氏寄贈資料図録Ⅱ　懸仏・仏具
＜國學院大學博物館学研究室＞　博物館學紀要／院友学芸員 2008
＜国文学研究資料館＞　アーカイブズ・ニューズレター　№8
＜国立科学博物館＞　MilsilVol．1　№1～ 6、Vol．2 №1
＜コスモ石油コーポレートコミュニケーション部広報室＞　Terre 
No.13、14
＜駒澤大学禅文化歴史博物館大学史資料室＞　図書館誌にみる駒大図書
館史　その３
＜実践女子大学博物館学課程研究室＞　MUSEOLOGY　第 27号
＜渋沢栄一記念財団渋沢史料館＞　王子･滝野川と渋沢栄一／日本人を
南米に発展せしむ  ／渋沢史料館だより №1～№264／渋沢研究　第
20号
＜品川区教育委員会＞　日本考古学は品川から始まった
＜品川区立品川歴史館＞　東京湾と品川  よみがえる中世の港町
＜衆議院憲政記念館＞　怒濤の幕末維新  攘夷・開国から民撰議員設立
建白書提出へ
＜昭和館＞　昭和のくらし研究　第 6号／館報　第 9号
＜昭和女子大学光葉博物館＞　渋沢敬三の夢　日本実業史博物館の史料
　広告／模型で見るミュージックシーン　ザ･ベストテンから東京音楽
祭まで
＜杉並区教育委員会＞　平成 19年度　杉並区の指定登録文化財／常設
展示図録／年報　平成 18年版　研究紀要　第 16号／杉並文学館　井
伏鱒二と阿佐ヶ谷文士
＜浅草寺＞　浅草寺佛教文化講座　 第 52集
＜台東区文化財調査会＞　埋蔵文化財発掘調査報告書 30、31、35
＜大正大学教務課学芸員課程＞　けやき　年報　第 12号
＜大成エンジニアリング株式会社埋蔵文化財調査部＞　前野田向遺跡第
9地点発掘調査報告書／武蔵国府関連遺跡調査報告
＜高梨学術奨励基金＞　年報　平成 19年度
＜たばこと塩の博物館＞　水煙具・東アジアの喫煙具・シガー＆シガレッ
トホルダー／年報　第 23号／近世初期風俗画躍動と快楽  Life,delight
＜伝統文化活性化国民協会＞　伝統文化 №30
＜東京家政学院生活文化博物館＞　年報／写真展　あの頃、あの時／紀
要　第 13集
＜東京教育情報センター＞　地方都市再建の道をさぐる
＜東京都埋蔵文化財センター＞　南入経塚遺跡 第 3次調査／博物館年
報　第 17号／昭島市林ノ上遺跡 第 11次調査／北区七社神社前遺跡／

新宿区尾張徳川家下屋敷跡　Ⅴ／東京都埋蔵文化財センター年報　27
／和泉伯太藩・武蔵岡部藩上屋敷跡遺跡／若松町遺跡　Ⅱ／八王子市南
谷遺跡／東京都埋蔵文化財センター調査報告　第 222～ 224、228集
／千駄ヶ谷大谷戸遺跡  環状第 5の 1号線地区
＜東京都江戸東京博物館＞　資料目録　長板中形型紙 1・2／研究報告
　第 14号
＜日栄ハウジング株式会社　共和開発株式会社＞　赤塚野口遺跡 発掘
調査報告書
＜日経ナショナルジオグラフィック社＞　NATIONAL GEOGRAPHIC 
10
＜日本博物館協会＞　博物館の評価機関等に関するモデル調査研究報告
書／博物館支援策にかかる各国等比較調査研究 ／博物館の評価基準に
関する調査研究
＜練馬区教育委員会＞　絵にみる練馬（2）
＜八王子市教育委員会＞　東京都八王子市打越小ザス遺跡　Ⅳ／戸吹遺
跡／打越小ザス遺跡 5
＜パルテノン多摩＞　村医者と医者村　多摩の医療奮闘記／火祭り・愛
宕神社  和田の愛宕神社の歴史と祭礼／資料叢書　第 4集／校風の風景
　うたわれる郷土多摩　解説冊子／太田伊三郎家文書  多摩市一ノ宮小
野神社旧神主家の文書群／博物館部門研究紀要　Vol.10
＜府中市教育委員会＞　武蔵国府の調査　35～ 37／府中市埋蔵文化
財調査報告第 41、42集　武蔵国府関連遺跡調査報告 38　高倉・美好
町地域の調査 10　府中市営第 11美好町住宅建替えに伴う事前調査／
天神町遺跡調査報告書 4　府中都市計画道路 3・4・13号拡幅に伴う事
前調査
＜府中市郷土の森博物館＞　年報 第 21、22 号／人見 河内武家･河内
辰夫家･河内貞子家 各文書目録／紀要 第 21号
＜物流博物館＞　物流博物館 10年のあゆみ
＜ポーラ伝統文化振興財団＞　伝統と文化　№31、32／化粧文化
plus. v.1(2008) ／ Maquiller　NO.28 ／扇物語  西洋の扇と女性のよ
そおい
＜三菱総合研究所＞　博物館における施設管理リスクマネージメントガ
イドブック（基礎編）
＜港区教育委員会＞　播磨赤穂藩森家屋敷遺跡発掘調査報告書／港区埋
蔵文化財調査年報　5・6／東京都指定史跡亀塚確認調査報告書／港区
文化財保護条例施行 30周年記念誌／港区内近世都市江戸関連遺跡発掘
調査報告 46
＜港区立港郷土資料館＞　研究紀要　10／館報　25
＜武蔵大学学芸員課程＞　武蔵大学学芸員課程報告書
＜武蔵文化財研究所＞　筑前秋月藩黒田家屋敷跡遺跡発掘調査報告書 2
＜明治大学博物館＞　研究報告 第 13 号／内藤家文書目録 第 2 部／
MUSEUM STUDY 19 紀要／MUSEOLOGIST　23 年報
＜湯浅八郎記念館＞　年報　№22、23
＜立教大学　学校･社会教育講座＞　MOUSEION　立教大学博物館研
究　№53
＜早稲田大学＞　WASEDA 125　1882－2007 早稲田大学 125年／
学術研究　第 56号
＜神奈川県立歴史博物館＞　研究報告 人文科学　第 33･34 号／年報　
平成 18、19年度
＜相模原市立博物館＞　研究報告 第 17集／相模川の水生昆虫
＜首都圏形成史研究会＞　会報　第 23号
＜茅ヶ崎市文化資料館＞　文化資料館調査研究報告 16、17
＜平塚市博物館＞　年報　第 31号／研究報告 2008　自然と文化　№
31
＜横須賀市自然・人文博物館＞　館報　第 54号／研究報告　人文科学
第 52号／研究報告　自然科学第 55号／資料集　第 32・33号
＜新潟県立歴史博物館＞　研究紀要　第 9号
＜碌山美術館＞　館報　第 28号
＜茅野市教育委員会＞　小堂見遺跡／中沢遺跡／下島遺跡　下ツ原遺跡
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／市内遺跡Ⅱ／阿弥陀堂遺跡Ⅶ
＜松代文化施設等管理事務所＞　長国寺　調査報告書／松代　第 21号
／真田家伝来古銭拓本集  松代文化財ボランティアの会報告書 (2007
年度版 ) ／川中島の戦いを科学する／これなあに !? 江戸時代の好奇心
＜上村遠山霜月祭保存会＞　遠山霜月祭〈上村〉
＜飯田市美術博物館＞　信州喫茶事始　お茶をめぐる文化誌／伊那谷の
仏教絵画  聖徳太子絵伝と真宗の宝を集めて
＜内藤記念くすり博物館＞　くすりの夜明け  近代の薬品と看護
＜美濃加茂市民ミュージアム＞　紀要　第 7集
＜みのかも文化の森＞　年報Vol.7 ／活用の手引き・活用実践集　平成
19年度版／平成 20年度の活用に向けて　活用の手引き・活用実践集
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３－３　施設の概要

《野田市郷土博物館》
○所在地　　　　　　　野田市野田 370 番地の 8
○施設概要
　①敷地面積　　　　　5,057.21 ㎡（含野田市市民会館敷地）
　　　　　　　　　　　　※その他隣接地に駐車場 970.28 ㎡有り
　②建物の構造　　　　鉄筋コンクリート 2階建
　③延床面積　　　　　393 ㎡
　④その他付属建物　　事務室（軽量鉄骨 2階建 33㎡）、学芸員室（木造瓦葺平屋 45㎡）、
　　　　　　　　　　　屋外便所（木造瓦葺平屋 25㎡）、資料保管倉庫（木造瓦葺平屋 99㎡）
　⑤別施設　　　　　　上花輪資料保管庫（軽量鉄骨 2階建 216 ㎡）
　　　　　　　　　　　　※所在地　野田市野田 849 番地
　⑥資料数　　　　　　19,750 点（平成 22年 3月現在）

《野田市市民会館》
○所在地　　　　　　　野田市野田 370 番地の 8
○施設概要
　①建物の構造　　　　木造瓦葺平屋
　②延床面積　　　　　618 ㎡
　③主要施設　　　　　和室 10畳 2室、和室 8畳 4室、和室 6畳 2室、和室 4畳半 1室、
　　　　　　　　　　　和室 4畳 1室、板の間約 16畳 1室他
　④その他付属建物　　茶室 26.19 ㎡（松樹庵）

84



３-4　条例・規則等

○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
平成18年 12月 25日
野田市条例第48号

野田市郷土博物館設置条例（昭和 33年野田市条例第 13号）の全部
を改正する。
（設置）
第1条　本市は、市民が自ら行う郷土の歴史、文化等の学習及び調査
研究を支援するとともに、生涯学習のための市民相互 の交流の場を
創出し、もって市民の教養、学術及び文化の向上に寄与することを
目的として、博物館法（昭和 26年法律第 285号）の規定に基づき、
野田市郷土博物館（以下「博物館」という。）を設置する。
（位置）
第2条　博物館の位置は、野田市野田 370番地の 8とする。
（開館時間等）
第3条　博物館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
（事業）
第4条　博物館においては、次に掲げる事業を行う。
（1）　歴史、文化等に係る調査研究、資料の整備及び情報の市民に対

する提供を行うこと。
（2）　歴史、文化等に係る資料の展示を行うこと。
（3）　観察会、講習会その他の生涯学習のための市民相互の交流を促

進する事業を行うこと。
（4）　自主的な調査又は研究を行う団体の育成を図ること。
（5）　その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を行う

こと。
（指定管理者の業務）
第 5条　次に掲げる博物館の管理に関する業務は、地方自治法（昭和
22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、指定管理者（同
項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。
（1）　博物館の利用に関する業務
（2）　前条に掲げる事業に関する業務
（3）　博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務
（4）　その他教育委員会が定める業務
（平 21条例 8・一部改正）
第6条から第8条まで　削除
（平 21条例 8）
（利用の制限）
第9条　指定管理者は、博物館の管理上支障があると認められるとき
は、博物館及びその保管する歴史、文化等に係る資料の利用を制限
することができる。
（利用料金等）
第 10条　博物館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、
無料とする。ただし、指定管理者が期間を定めて特別な展示を行う
場合で教育委員会が必要と認めたときは、博物館に入館しようとす
る者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2　利用料金は、指定管理者の収入とする。
3  利用料金の額は、500円の範囲内において、指定管理者が教育委員

会の承認を得て定めるものとする。
4　教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額

を告示するものとする。
（委任）
第11条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
　　附　則
（施行期日）
1　この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。

（準備行為）
2　この条例による改正後の野田市郷土博物館の設置及び管理に関する

条例（以下この項において「新条例」という。）第 5条第 2項から
第 4項まで及び第 8条の規定による指定管理者の指定に関し必要
な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例の例
によりすることができる。

　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市条例第 8号）
（施行期日）
1　この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
（経過措置）
2　この条例の施行前に第 1条から第 14条までの規定による改正前の

それぞれの条例の規定によってした 処分、手続その他の行為であ
って、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平
成 21年野田市条例第 7号。以下この項において「指定管理者条例」
という。）の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相
当の規定によってしたものとみなす。

3　この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対す
る業務報告の聴取については、なお従前の例による。

○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例
平成18年 12月 25日
野田市条例第47号

野田市市民会館条例（昭和31年野田市条例第19号）の全部を改正する。
（設置）
第1条　本市は、豊かな人間性の育成及び市民文化の高揚を図るため、
市民相互の交流と伝統文化等の学習の場を創出し、もって市民の教
養及び文化の向上に寄与することを目的として、野田市市民会館（以
下「市民会館」という。）を設置する。
（位置）
第2条　市民会館の位置は、野田市野田 370番地の 8とする。
（管理）
第3条　市民会館の管理は、市長と教育委員会との協議に基づく委任
により教育委員会が行う。
（開館時間等）
第4条　市民会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
（事業）
第5条　市民会館においては、次に掲げる事業を行う。
（1）　講習会その他の市民相互の交流を促進する事業を行うこと。
（2）　伝統文化の伝承のための事業及び体験学習を行うこと。
（3）　その他市民会館の設置の目的を達成するために必要な事業を行

うこと。
（指定管理者の業務）
第6条　次に掲げる市民会館の管理に関する業務は、地方自治法（昭和
22年法律第67号）第244条の2第3項の規定により、指定管理者（同
項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。
（1）　市民会館の利用に関する業務
（2）　前条に掲げる事業に関する業務
（3）　市民会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
（4）　その他教育委員会が定める業務
（平 21条例 8・一部改正）
第7条から第9条まで　削除
（平 21条例 8）
（利用の許可）
第 10条　市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者
の許可を受けなければならない。利用の許可に係る事項を変更しよ
うとするときも同様とする。

2　指定管理者は、前項の許可をする場合には、市民会館の管理上必要
な条件を付することができる。
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（利用の制限）
第 11条　指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、
市民会館の利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
（1）　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認め

られるとき。
（2）　市民会館の設置目的に反すると認められるとき。
（3）　その他市民会館の管理上支障があると認められるとき。
（利用料金等）
第 12条　第 10条第 1項の規定により市民会館の利用の許可を受け
た者（以下「利用者」という。）は、直ちに施設の利用に係る料金（以
下「利用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。

2　利用料金は、指定管理者の収入とする。
3　利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が

教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4　教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額

を告示するものとする。
（利用料金の減免）
第 13条　指定管理者は、教育委員会規則で定める基準により、利用
料金を減免することができる。
（利用料金の還付）
第 14条　既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特
別の理由があると認めたときは、この限りでない。
（原状回復の義務）
第 15条　利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちにこれを
原状に復さなければならない。

2　利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこ
れを執行し、これに要した費用は利用者の負担とする。

（広告及び販売行為等の禁止）
第 16条　利用者は、市民会館の施設等において広告の掲示、物品の
販売、入場料又は観覧料の徴収その他これに類する行為をしてはな
らない。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
（委任）
第17条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
　　　附　則
（施行期日）
1　この条例は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。
（準備行為）
2　この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条

例（以下この項において 「新条例」という。）第 6条第 2項から第
4項まで及び第 9条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手
続その他の行為は、この条例の施行前においても、 新条例の例によ
りすることができる。
　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市条例第 8号）
（施行期日）
1　この条例は、平成 21年 4月 1日から施行する。
（経過措置）
2　この条例の施行前に第 1条から第 14条までの規定による改正前の

それぞれの条例の規定に よってした処分、手続その他の行為であ
って、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平
成21年野田市条例第7号。以下この項において 「指定管理者条例」
という。）の規定に相当の規定があるものは、指定管理者条例の相
当の規定によってしたものとみなす。

3　この条例の施行の際現に指定管理者の指定を受けているものに対す
る業務報告の聴取については、なお従前の例による。

　　　　附　則（平成 21年 9月 30日野田市条例第 29号）
（施行期日）
1　この条例は、平成 22年 1月 1日から施行する。ただし、次項の規

定は、平成 21年 11月 1日から施行する。
（準備行為）

2　この条例による改正後の野田市市民会館の設置及び管理に関する条
例第 12条の規定による野田市市民会館の利用料金等に関し必要な
手続その他の行為は、同条の規定の例により、この条例の施行前に
おいても行うことができる。

別表（第 12条第 3項）

室名等＼区分 午前 9 時から午後 5 時
まで 1時間につき

午後 5 時から午後 9 時
まで 1時間につき

松の間 200円 340円

竹の間 170円 230円

梅の間 130円 170円

柳の間   60 円 130円

楓の間 100円 170円

藤の間 100円 170円

桃の間 60円 100円

月の間 170円 230円

雪の間 100円 170円

菊の間 170円 230円

松樹庵（茶室） 680 円

備考　市内に住所を有しない利用者に係る利用料金の額は、上記の
表に定める額の 2倍の額とする。

○野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年 12月 28日

野田市教育委員会規則第19号

　野田市郷土博物館規則（昭和 34 年野田市教育委員会規則第 1号）
の全部を改正する。
（趣旨）
第1条　この規則は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
（平成 18年野田市条例第 48号。以下「条例」という。）の施行に関
し必要な事項を定めるものとする。
（開館時間）
第2条　野田市郷土博物館（以下「博物館」という。）の開館時間は、
午前 9時から午後 5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者
が教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。
（休館日）
第3条　博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ
指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開館
することができる。
（1）　火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178号）に規定する休日に当たるときを除く。）
（2）　12月 29日から翌年の 1月 3日までの日
（平 19教委規則 16・一部改正）
（館外利用）
第4条　指定管理者は、別に定めるところによりその保管する資料を
学校その他の教育機関等が利用する場合は、館外において利用させ
ることができる。

2　前項の規定にかかわらず、教育長が指定する資料は、館外において
利用することができない。

（資料の寄贈）
第5条　教育長は、資料の寄贈を受けることができる。
2　資料を寄贈しようとする者は、野田市郷土博物館寄贈申込書（別記

第 1号様式）を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3　教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受領書（別
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記第 2号様式）を交付するものとする。
（資料の寄託）
第6条　教育長は、資料の寄託を受けることができる。
2　資料を寄託しようとする者は、野田市郷土博物館寄託申込書（別記

第 3号様式）を教育長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3　教育長は、前項の承諾をしたときは、資料と引き換えに受託書（別

記第 4号様式）を交付するものとする。
4　寄託は、無償とする。
5　指定管理者は、第 1項の規定により寄託を受けた資料を博物館所蔵

の資料と同一の注意をもって管理しなければならない。
6　寄託された資料が災害その他避けられない事故により損害を生じた

ときは、教育長及び指定管理者はその責めを負わない。
（費用）
第7条　教育長は、資料の寄贈若しくは寄託を受けるため、又は寄託
を受けた資料を返還するために要する費用の全部又は一部を負担す
ることができる。
（一時的な借用）
第8条　指定管理者は、展示その他博物館の運営上必要があると認め
たときは、あらかじめ教育長の承認を得て、博物館以外が保管する
資料を一時的に借用することができる。
（利用者の遵守事項）
第9条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
（1）　施設を損傷し、又は汚損しないこと。
（2）　指定管理者の許可なく資料に触れないこと。
（3）　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及

ぼす行為をしないこと。
（4）　前 3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為

をしないこと。
第10条　削除
（平 21教委規則 2）
（指定申請書等）
第 11条　野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
（平成 21年野田市条例第 7号。以下「手続条例」という。）第 3条
の申請書は、野田市郷土博物館指定管理者指定申請書（別記第 5号
様式）とする。

2　手続条例第 3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおり
とする。

（1）　定款、規約その他これらに類する書類
（2）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
（3）　当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報

告書
（4）　当該施設の管理に関する業務の収支予算書
（5）　その他教育委員会が必要と認める書類
（平 20教委規則 6・平 21教委規則 2・一部改正）
（選定等の通知）
第 12条　教育委員会は、手続条例第 4条の規定による審査をしたと
きは、その結果を野田市郷土博物館指定管理者選定結果通知書（別
記第 6号様式）により通知するものとする。

2　教育委員会は、手続条例第 5条の規定により指定管理者を指定した
ときは、野田市郷土博物館指定管理者指定通知書（別記第 7号様式）
により通知するものとする。

（平 21教委規則 2・一部改正）
（業務報告書の記載事項）
第13条　手続条例第 10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載
しなければならない。
（1）　博物館の管理の実施状況及び利用状況
（2）　博物館の管理に係る経費の収支状況
（3）　前 2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた

事項
（平 21教委規則 2・一部改正）

（委任）
第14条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
　　　　附　則
（施行期日）
1　この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。
（準備行為）
2　指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施

行前においても、第 10条から第 12条までの規定の例によりする
ものとする。

（野田市郷土博物館協議会運営規則及び野田市郷土博物館の職員の職
名に関する規則の廃止）

3　次に掲げる規則は、廃止する。
（1）　野田市郷土博物館協議会運営規則（昭和 34年野田市教育委員

会規則第 2号）
（2）　野田市郷土博物館の職員の職名に関する規則（平成元年野田市

教育委員会規則第 13号）
　　　附　則（平成19年 12月 28日野田市教育委員会規則第16号）
この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。
　　　附　則（平成 20年 10月 1日野田市教育委員会規則第 6号）
この規則は、平成 20年 12月 1日から施行する。
　　　附　則（平成 21年 3月 31日野田市教育委員会規則第 2号）
この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。

○野田市市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年 12月 28日

野田市教育委員会規則第20号

（趣旨）
第1条　この規則は、野田市市民会館の設置及び管理に関する条例（平
成 18年野田市条例第 47号。以下「条例」という。）の施行に関し
必要な事項を定めるものとする。
（開館時間）
第2条　野田市市民会館（以下「市民会館」という。）の開館時間は、
午前 9時から午後 9時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者
が教育長の承認を得たときは、これを変更することができる。
（休館日）
第3条　市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじ
め指定管理者が教育長の承認を得たときは、臨時に休館し、又は開
館することができる。
（1）　火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年

法律第 178 号）に規定する休日に当たるときを除く。）
（2）　12月 29日から翌年の 1月 3日までの日
（平 19教委規則 16・一部改正）
（利用の手続）
第4条　市民会館を利用しようとする者（以下「利用希望者」とい
う。）は、野田市市民会館利用申請書（別記第1号様式）を指定管理
者に提出し、許可を受けなければならない。

2　前項の規定にかかわらず、利用希望者は、電話その他の方法により、
指定管理者に次に掲げる事項を明らかにして利用の予約をすること
ができる。

（1）　利用する室名等
（2）　利用する日時
（3）　利用する目的
（4）　利用する人数
（5）　利用する備品、器具等
（6）　前 5号に掲げるもののほか、必要な事項
3　前項の規定により予約をした者は、第 1項の申請書を提出したもの

とみなす。



4　利用希望者は、利用しようとする日の 2月前から第 1項の申請書
を提出し、又は第 2項の予約をすることができる。ただし、指定
管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

（利用の許可）
第5条　指定管理者は、市民会館の利用を許可したときは、野田市市
民会館利用許可書兼領収書（別記第 2号様式）を利用料金と引き換
えに利用希望者に交付するものとする。
（利用の変更等）
第6条　利用希望者は、市民会館の利用の内容を変更し、又は取りやめ
ようとするときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
（利用料金の減免）
第 7条　条例第 13条の規定による減免を受けようとする者は、野田
市市民会館利用料金減免申請書（別記第 3号様式）を指定管理者に
提出しなければならない。
（減免の基準）
第 8条　条例第 13条に規定する教育委員会規則で定める基準は、次
のとおりとする。
（1）　官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は、利用料

金を免除する。
（2）　前号に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減免する必

要があると認めるときは、教育長の承認を得てその都度定める
額を減免することができる。

（利用者の遵守事項）
第9条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
（1）　施設を損傷し、又は汚損しないこと。
（2）　指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、又は移動しない

こと。
（3）　騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及

ぼす行為をしないこと。
（4）　前 3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為

をしないこと。
（職員の立入り）
第 10条　指定管理者は、市民会館の管理上必要と認めるときは、指
定管理者の指定した職員を、利用している施設に立ち入らせること
ができる。
（利用の制限）
第11条　指定管理者は、条例第 11条の規定により市民会館の利用を
制限した場合は、野田市市民会館利用制限通知書（別記第 4号様式）
を交付するものとする。

第12条　削除
（平 21教委規則 2）
（指定申請書等）
第13条　野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
（平成 21年野田市条例第 7号。以下「手続条例」という。）第 3条
の申請書は、野田市市民会館指定管理者指定申請書（別記第 5号様式）
とする。

2　手続条例第 3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおり
とする。

（1）　定款、規約その他これらに類する書類
（2）　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
（3）　当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報

告書
（4）　当該施設の管理に関する業務の収支予算書
（5）　その他教育委員会が必要と認める書類
（平 20教委規則 6 ･平 21教委規則 2 ･一部改正）
（選定等の通知）
第 14条　教育委員会は、手続条例第 4条の規定による審査をしたと
きは、その結果を野田市市民会館指定管理者選定結果通知書（別記
第 6号様式）により通知するものとする。

2　教育委員会は、手続条例第 5条の規定により指定管理者を指定した

ときは、野田市市民会館指定管理者指定通知書（別記第 7号様式）
により通知するものとする。

（平 21教委規則 2・一部改正）
（業務報告書の記載事項）
第15条　手続条例第 10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載
しなければならない。
（1）　市民会館の管理の実施状況及び利用状況
（2）　市民会館の管理に係る経費の収支状況
（3）　前 2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた

事項
（平 21教委規則 2・一部改正）
（委任）
第16条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
　　　附　則
（施行期日）
1　この規則は、平成 19年 4月 1日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。
（準備行為）
2　指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施

行前においても、第 12条から第 14条までの規定の例によりする
ものとする。

　　　附　則（平成19年12月28日野田市教育委員会規則第16号）
この規則は、平成 20年 4月 1日から施行する。
　　　附　則（平成20年 10月 1日野田市教育委員会規則第6号）
この規則は、平成 20年 12月 1日から施行する。
　　　附　則（平成21年 3月 31日野田市教育委員会規則第2号）
この規則は、平成 21年 4月 1日から施行する。

○野田市郷土博物館資料館外利用規程

（趣旨）
第1条　この規程は、野田市郷土博物館の設置及び管理に関する条例
施行規則（平成 18年野田市教育委員会規則第 19号）第 4条に規定
する野田市郷土博物館資料（以下「資料」という。）の館外利用につ
いて必要な事項を定めるものとする。
（資料の館外利用の限度）
第2条　資料の館外貸出しは教育委員会の承認を得て指定管理者（野
田市博物館の設置及び管理に関する条例（平成 18年野田市条例第
48号）第 5条第 1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の
定めた範囲で行うものとする。ただし、指定管理者は、資料を貸出
ししたときは博物館資料館外貸出し報告書（別記第 1号様式）によ
り教育委員会に報告しなければならない。
（利用者）
第 3条　資料には次に掲げる教育機関及び教育団体等で教育、学術、
文化に関する調査、研究又は普及の用に供することを目的とするも
のに限り利用させるものとする。
（1）　博物館
（2）　学校及び公民館、図書館
（3）　その他指定管理者が適当と認めたもの
（貸出しの期間）
第 4条　資料貸出しの期間は 15日以内とする。ただし、指定管理者
が特別の事由があると認めたときは期間を延長することができる。
（利用の手続き）
第5条　資料の館外利用をしようとするものは博物館資料借用申込書
（別記第 2号様式）を利用前 15日までに指定管理者に提出し、その
承認を受けるものとする。

2　指定管理者は、前項の規定により承認した場合は、博物館資料館外
貸出し承認通知書（別記第 3号様式）により利用者に通知するも
のとする。
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3　前項に規定により承認を受けたものは博物館資料借用書（別記第 4
号様式）を指定管理者に提出し、資料を借り受けるものとする。

（経費の負担）
第6条　資料の館外利用に必要な経費は利用者の負担とする。
（損害の弁償）
第7条　利用者の責に帰すべき事由により、資料を汚損、き損又は滅
失した場合は利用者は修理又は相当額を弁償しなければならない。
　　　附　則
この規程は平成 19年 4月 1日より施行する。
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３－５　施設の運営組織

　野田市郷土博物館と野田市市民会館は平成 19 年度より指定管理者であるNPO法人野田文化広場に
よって一体的に管理運営されている。NPO法人野田文化広場は平成 17 年設立（平成 17 年 5月法人格
認証）し、設立当初より「文化によるまちづくり」を掲げ、寺子屋講座、観月会、山中直治記念コンサー
トといったまちづくり事業、キャリアデザイン事業に取り組んできた。指定管理者として選定されてか
らは、従来のイベントは自主事業として継続しながら、新たに博物館企画事業委員会および博物館経営
委員会を組織し、野田市の承認を得た事業計画を元に郷土博物館・市民会館の指定管理事業の企画・実
施にあたっている。

組織図（平成 23年 2月 28日現在）
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